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次

ペ
ー
ジ

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請 

（
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
肥
料
の
登
録
の
失
効 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

三

〇
飼
料
試
験
結
果
の
公
表 

（
畜　

産　

課
）　

　

三

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
五
件
） 

（
農
村
整
備
課
）　

　

四

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

五

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

六

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
十
一
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧 

（　
　

同　
　

）　

　

九

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

九

 
公

告

〇
公
聴
会
の
開
催 

（
都
市
計
画
課
）　

　

九

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
〇

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
四
地
方
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）」
を
削
り
、「
こ
と
」
の

下
に
「（
地
方
振
興
部
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
農
業
振
興
部
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
八　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
農
業
振
興
部
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。）。

イ　

指
定
事
業
者
等
の
指
定
、
当
該
指
定
に
係
る
指
定
書
の
交
付
及
び
当
該
指
定
を
し
な
い
旨
の
通
知
（
第
三
十

七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
府
令
」
と
い
う
。）
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
）

ロ　

指
定
事
業
者
等
か
ら
の
報
告
の
受
理
（
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
）

ハ　

指
定
等
の
公
表
（
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
）

ニ　

指
定
事
業
者
等
に
対
す
る
書
面
の
交
付
及
び
通
知
（
府
令
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
）

ホ　

指
定
の
有
効
期
間
の
設
定
及
び
そ
の
変
更
（
府
令
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
）

ヘ　

変
更
の
届
出
の
受
理
（
府
令
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
）

ト　

資
料
の
提
出
及
び
説
明
の
要
求
（
府
令
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い

う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
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１　

名
称　

株
式
会
社
三
光
産
業

　

２　

所
在
地　

北
海
道
帯
広
市
大
通
南
十
六
丁
目
十
八
番
地

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　
�
橋
繁
樹

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
平
場
二
十
三
番
一

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
十
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

２　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
五
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

３　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
〇
二
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

在
宅
障
害
者
多
機
能
支

援
施
設
ラ
ボ
ラ
ー
レ

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山

字
八
木
五
十
四

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援
Ｂ

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

ふ
れ
あ
い
の
里

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
〇
一
六

〇
四
一
〇
三
〇
〇
〇
二
四

〇
四
一
〇
七
〇
〇
〇
三
三

〇
四
一
一
一
〇
〇
〇
二
七

〇
四
一
一
二
〇
〇
〇
一
七

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
一
五

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
三
一

〇
四
一
一
五
〇
〇
〇
一
〇

〇
四
一
二
四
〇
〇
〇
三
八

〇
四
一
二
四
〇
〇
〇
四
六

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
二
五

〇
四
一
二
七
〇
〇
〇
二
三

〇
四
一
二
七
〇
〇
〇
六
四

あ
す
な
ろ
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
塩
竈
市
今
宮
町
十
番
二

十
号

杏
友
園

塩
竈
市
新
富
町
十
四
番

十
号

る
ば
ー
と

名
取
市
増
田
五
丁
目
三

番
十
二
号

岩
沼
市
障
害
者
地
域
就

労
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ま

わ
り
ホ
ー
ム

岩
沼
市
里
の
杜
三
丁
目

五－

二
十
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ど
ん
ぐ
り
の
家

登
米
市
南
方
町
新
一
ノ

曲
六
百
二
十
三
番
地
の

一特
定
非
営
利
活
動
法
人

虹
の
駅

栗
原
市
志
波
姫
南
堀
口

七
十

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
こ

ろ
ん
ぶ
す

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
鶴

町
百
三
十
五－

四

生
活
介
護
事
業
所
「
元

気
」
大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚

字
小
谷
地
百
九
十
三－

一静
和
園

亘
理
郡
山
元
町
真
庭
字

名
生
東
七
十
二
番
地
二

独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
宮
城
病
院

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字

合
戦
原
百
番
地

多
機
能
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド
さ
わ
お
と
の
森

宮
城
郡
利
府
町
澤
乙
字

欠
下
東
十
八
番
二

虹
の
風

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字

桜
田
一－

十
二

支
援
施
設
あ
さ
い
な

短
期
入
所

短
期
入
所

短
期
入
所

短
期
入
所

生
活
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

短
期
入
所

短
期
入
所

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

社
会
福
祉
法
人

あ
し
た
ば
福
祉

会社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
身
体
障

害
者
福
祉
協
会

社
会
福
祉
法
人

み
の
り
会

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
社
会
福

祉
協
議
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ど
ん
ぐ

り
の
家

特
定
非
営
利
活

動
法
人
虹
の
駅

特
定
非
営
利
活

動
法
人
み
や
ぎ

身
体
障
害
者
サ

ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

社
会
福
祉
法
人

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

静
和
会

独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構

宮
城
病
院

特
定
非
営
利
活

動
法
人
さ
わ
お

と
の
森

社
会
福
祉
法
人

永
楽
会

社
会
福
祉
法
人

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し

た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

廃
止
し
た
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
〇
七
二

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字

摺
萩
二
十
四
番
地
の
四

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

杜
の
風

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字

桜
田
一
番
地
の
十
一

短
期
入
所

永
楽
会

社
会
福
祉
法
人

永
楽
会

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

失
効
年
月
日

平
成
二
十
四
年

八
月
二
十
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
四
五
五
号

肥
料
の
種
類

混
合
有
機
質
肥
料

肥
料
の
名
称

片
倉
粒
状
混
合
有

機
質
肥
料
６
号

保
証
成
分
量
（
％
）

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

そ
の
他
の
規
格

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株

式
会
社

生
産
業
者
の
住
所

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

安
全
性
に
関
す
る
検
査

平
成
24年

７
月
収
去

違
反
の
有
無
及
び
違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
項
　
　
目

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物

の
区
分

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の
名
称

及
び
所
在
地

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
24.5

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

65
魚
粉

同
左

石
巻
魚
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

〇
四
二
〇
二
〇
〇
六
二
八

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
一
五

く
じ
ら
の
し
っ
ぽ

石
巻
市
鮎
川
浜
清
崎
山

七
番

特
定
非
営
利
活
動
法
人

虹
の
駅

栗
原
市
志
波
姫
南
堀
口

七
十

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型自
立
訓
練
（
生
活

訓
練
）

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
虹
の
駅

平
成
二
十
四
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年

九
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
七
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

津
山
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

第2396号　平成24年10月５日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

無
重
　
金
　
属
－
鉛
，
水
銀
，
カ
ド
ミ
ウ
ム

H
24.6

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

63
魚
粉

同
左

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
24年

７
月
収
去

違
反
の
内
容

試
験

結
果

の
概

要
製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
の
名
称

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

そ
の
他

の
検
査

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

水
溶
性

窒
素
　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

粗
灰
分

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

粗
た
ん

白
質
　
　
％

無
5.1

4.2
0.54

0.68
2.7

14.9
H
24.7

Ｇ
Ｐ
Ｆ
種
豚
Ｆ
Ｐ

同
左

協
同
飼
料
株
式
会
社
石

巻
工
場

石
巻
市

無
5.3

3.4
0.58

0.94
7.7

19.2
H
24.7

協
同
飼
料
ブ
ロ
フ
ィ
ッ

ト
Ｃ

同
左

無
15.3

66.9
H
24.5

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ミ
ー
ル
65

同
左

石
巻
漁
糧
工
業
株
式
会

社石
巻
市

無
19.3

66.2
H
24.6

イ
ナ
ホ
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ミ
ー
ル
63

同
左

無
6.3

5.4
0.75

1.04
2.5

16.5
H
24.7

く
み
あ
い
配
合
飼
料
和

牛
繁
殖
用
　
母
ご
こ
ろ

同
左

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
石
巻
工
場

石
巻
市

無
12.1

3.3
0.54

3.79
4.4

18.7
H
24.7

く
み
あ
い
配
合
飼
料
　

た
ま
ご
工
房

同
左

無
6.0

9.8
0.41

0.95
4.5

16.1
H
24.7

フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ

9000Ｉ
Ｓ

同
左

石
巻
飼
料
株
式
会
社

石
巻
市

無
5.7

5.1
0.59

0.92
2.4

18.4
H
24.7

全
酪
173Ｉ

Ｓ
同
左

（
注
）
　
飼
料
が
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
場
合
に
は
，
飼
料
の
名
称
の
前
に
「
〇 規 
」

を
付
け
て
い
る
。



　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

東
和
地
区
川
端
分
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

東
和
地
区
岩
ノ
沢
分
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

東
和
地
区
吉
田
分
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

東
和
地
区
細
野
分
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

中
央
管
工
業
株
式

会
社
渡
辺　

毅
浩

齋
藤
建
築

齋
藤　

照
明

泉
栄
工
業
有
限
会

社樫�
　

丈
海

株
式
会
社
エ
ス
イ 

ー
テ
ク
ニ
カ

関
口　

光
昭

ヒ
ロ
建
装

菅　

広
勝

有
限
会
社
仙
台
ガ

ス
工
業

大
宮　

健

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三

丁
目
二
十
一－

五

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
三

百
二
十
五

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
四

丁
目
四－

十
二

仙
台
市
泉
区
南
中
山
一
丁

目
三
十－

十
七

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
三
丁

目
二－

四
コ
ー
プ
野
村
八

乙
女
公
園
九
〇
四

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
五

丁
目
十
一－

二
十
四

建

設

業

許

可

番

号

特－

二
十
二

第
三
千
七
百
三

十
六
号

般－

二
十
二

第
三
千
八
百
二

十
九
号

般－

十
九

第
一
万
七
百
四

十
八
号

般－

二
十
三

第
一
万
六
千
三

百
十
八
号

般－

二
十

第
一
万
六
千
九

百
三
十
八
号

般－

二
十

第
一
万
七
千
四

十
八
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

消
防
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
二
十
八
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
二
十
四
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
二
十
八
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
二
十
三
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

鹿
折
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

南
気
仙
沼
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

志
津
川
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

　

女
川
町
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

大
原
土
地
区
画
整
理
事
業
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東
北
テ
ク
ニ
カ
ル

ワ
ー
ク
株
式
会
社

高
橋　

利
昭

株
式
会
社
ニ
ッ
セ

キ
ホ
ー
ム

岩
佐　

芳
正

東
特
エ
ス
テ
ー
ト

サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社荒
木　

博

多
賀
城
市
桜
木
三
丁
目
七

－

三
十
三

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
二

丁
目
一－

一

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁

目
二
十－

一

般－

二
十
一

第
一
万
七
千
百

九
十
六
号

般－

二
十
三

第
一
万
七
千
八

百
四
十
二
号

般－
二
十
一

第
一
万
八
千
六

百
十
五
号

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業　
　

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
四
年

 

八
月
三
十
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
二
十
二
日

平
成
二
十
四
年

 

八
月
二
十
日



　
　
　
　
　
　

鷲
神
土
地
区
画
整
理
事
業

　
　
　
　
　
　

宮
ヶ
崎
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業

　
　
　
　
　
　

石
浜
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

　

女
川
町
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
二
百
四
号
堀
切
山
駅
前
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
二
百
五
号
駅
前
清
水
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
二
百
六
号
清
水
本
通
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

　

女
川
町
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

六
・
五
・
三
百
一
号
女
川
運
動
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

鹿
折
土
地
区
画
整
理

　
　
　
　
　
　

内
ノ
脇
土
地
区
画
整
理　

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
二
号
鹿
折
駅
浜
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
三
号
河
原
田
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
七
号
魚
市
場
中
谷
地
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
十
号
本
町
宮
口
下
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

　

気
仙
沼
市
か
ら
気
仙
沼
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
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縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

気
仙
沼
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

二
・
二
・
二
号
幸
町
公
園

　
　
　
　
　
　

二
・
二
・
三
号
鹿
折
公
園

　
　
　
　
　
　

二
・
二
・
四
号
み
な
と
公
園

　
　
　
　
　
　

二
・
二
・
五
号
み
な
と
東
公
園

　
　
　
　
　
　

二
・
二
・
十
二
号
大
川
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

志
津
川
災
害
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

　
　
　
　
　
　

志
津
川
チ
リ
津
波
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

志
津
川
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域　

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
二
汐
見
廻
館
前
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
七
松
原
塩
入
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
八
東
橋
み
な
と
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
九
魚
市
場
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
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１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

一
号
本
浜
公
園

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

　

南
三
陸
町
か
ら
志
津
川
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

志
津
川
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称　

志
津
川
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
六
・
百
八
十
号
駅
前
南
通
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

岩
沼
市
館
下
一
丁
目
の
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
岩
沼
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
市
大
倉
川
土
地

改
良
区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

薩　
　

川　
　

昌　
　

則　
　
　

　

退
任
し
た
者

 
公

告

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
聴

会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
聴
会
の
日
時
及
び
場
所

二　

件
名
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退

任

年

月

日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

氏　
　
　

名

安

達

雄

一

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
宅
地
五
十
二
番
地

役
職
名

理　

事

日　
　
　
　
　
　
　
　

時

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
二
日
（
月
）
午
後
七
時
か
ら

場　
　
　
　
　
　
　

所

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
百
二
十
九
番
一
号

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎
二
〇
一
会
議
室



　

白
石
都
市
計
画
、
角
田
都
市
計
画
、
蔵
王
都
市
計
画
、
大
河
原
都
市
計
画
、
村
田
都
市
計
画
、
柴
田
都
市
計
画
、

川
崎
都
市
計
画
及
び
丸
森
都
市
計
画
の
変
更
（
素
案
）
に
つ
い
て

三　

公
述
申
出
者
の
資
格

　

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
公
述
申
出
者
」
と
い
う
。）

は
、
白
石
市
、
角
田
市
、
蔵
王
町
、
大
河
原
町
、
村
田
町
、
柴
田
町
、
川
崎
町
若
し
く
は
丸
森
町
の
住
民
又
は
利
害

関
係
人
と
す
る
。

四　

公
述
の
申
出
等

１　

公
述
申
出
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及
び
職
業
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

法
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
法
人
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及

び
当
該
法
人
と
の
関
係
）
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申
出
書
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
宮
城
県
知
事
に
申

し
出
る
こ
と
。

２　

公
述
申
出
書
の
提
出
期
限
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
十
五
日
（
月
）
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
述
申
出
書
を

郵
送
す
る
場
合
は
、
同
日
付
け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
受
け
付
け
る
。

３　

意
見
の
要
旨
の
全
部
が
こ
の
素
案
に
関
係
し
な
い
と
き
又
は
意
見
の
要
旨
を
同
じ
く
す
る
者
が
多
数
あ
る
と
き

は
、
公
述
人
に
選
定
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
公
述
人
が
多
数
あ
る
と
き
は
公
述
の
時
間
を
制
限
し
、
意
見

の
要
旨
に
こ
の
素
案
と
関
係
な
い
部
分
が
あ
る
と
き
は
当
該
部
分
の
公
述
を
認
め
な
い
こ
と
が
あ
る
。

４　

公
聴
会
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
当
日
、
直
接
会
場
の
受
付
に
申
し
込
む
こ
と
。
た
だ
し
、
入
場
は
先
着
順

と
す
る
の
で
、
満
員
に
な
っ
た
と
き
は
、
入
場
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

な
お
、
公
述
人
に
選
定
さ
れ
た
者
が
い
な
い
と
き
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
取
り
や
め
る
。

五　

素
案
の
概
要

１　

白
石
都
市
計
画
区
域
、
角
田
都
市
計
画
区
域
、
蔵
王
都
市
計
画
区
域
、
大
河
原
都
市
計
画
区
域
、
村
田
都
市
計

画
区
域
、
柴
田
都
市
計
画
区
域
、
川
崎
都
市
計
画
区
域
及
び
丸
森
都
市
計
画
区
域
を
合
同
し
、
名
称
を
仙
南
広
域

都
市
計
画
区
域
に
変
更
す
る
。

２　

仙
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
策
定
し
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。

　
　
�
　

都
市
計
画
の
目
標

　
　
�
　

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無
及
び
区
域
区
分
を
定
め
る
際
の
方
針

　
　
�
　

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　
�
　

土
地
利
用
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　
�
　

都
市
施
設
の
整
備
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　
�
　

市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

　
　
　
�
　

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

六　

そ
の
他

　

こ
の
公
聴
会
及
び
素
案
の
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
宮
城
県
土
木
部
都
市
計
画
課
（
仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
一
三
二
・
三
一
三
四
）
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

栗
原
市
若
柳
字
川
北
元
町
裏
十
一
番
一
、
十
二
番
一
、

十
三
番
、
十
四
番
一
、
十
五
番
一
及
び
十
六
番
一

　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
二
百
四

十
二
番
地
一

 

株
式
会
社
薬
王
堂　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
字
下
茨
田
百
三
十
六
番
、百
四
十
六
番
、

百
六
十
二
番
、
百
七
十
二
番
一
、
百
七
十
二
番
二
及
び
百

七
十
三
番
二
並
び
に
百
七
十
三
番
二
地
先
の
水
の
一
部

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
高
屋
字
棚
子
一
番
地
四　
　
　
　

 

藤
本
建
設
株
式
会
社
東
北
支
店　


